
 
 

令和８年度 

 ＰＴＡ・体育文化振興会総会 議案書 

 

 

令和 ８ 年 ４ 月 ３０ 日 

  

北海道札幌あすかぜ高等学校ＰＴＡ 

北海道札幌あすかぜ高等学校体育文化振興会 

※総会までにこちらの議案書をご確認ください。 



 

 

＜議 事 日 程＞ 

１．開会のことば 

２．議長選出 

３．議長挨拶 

  ※議事日程確認 

４．ＰＴＡ会長挨拶 

５．校長挨拶 

６．議事 【第１号議案】令和７年度 ＰＴＡ活動報告 

                  部活動大会結果報告 

     【第２号議案】令和７年度 ＰＴＡ・体育文化振興会決算報告 

                  会計監査報告 

     【第３号議案】令和８年度 ＰＴＡ・体育文化振興会事業計画（案） 

                ＰＴＡ年間活動計画（案） 

     【第４号議案】令和８年度 ＰＴＡ・体育文化振興会予算（案） 

     【第５号議案】令和８年度 ＰＴＡ・体育文化振興会役員選出（案） 

     【第６号議案】会則の改定について（案） 

７．［第１．２．３．４．５．６号議案採決］ 

８．新旧役員挨拶（新役員紹介） 

９．議長退任・閉会のことば 

＊諸連絡  

資料１・２ 

〇PTA会則等  〇PTA組織図  〇体育文化振興会会則等 
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第１号議案 

 令和７年度 ＰＴＡ活動報告 

各学年委員会 令和７年７月４日（金）未来風祭2025 ＰＴＡ ＣＡＦÉ 

研修部 令和７年１０月２日（木）研修旅行（支笏湖・新千歳空港） 

広報部 令和８年３月１日（日）「はま風」２４号発行 

事務局 令和７年５月１日（木）第１回ＰＴＡ役員・学級委員合同会議 

令和７年６月１０日（火）未来風祭バザー実行委員会 

令和７年７月４日（金）第２回ＰＴＡ役員・学級委員合同会議 

（メールでやり取り） ＰＴＡ役員専門部（研修部）会議 

    令和７年９月１９日（金）第１回ＰＴＡ役員専門部（広報部）会議 

    令和７年１２月１１日（木）第２回ＰＴＡ役員専門部（広報部）会議 

 

   

 令和７年度 部活動大会結果報告（全道・全国大会抜粋） 

ウエイトリフティング部 

◎第５４回北海道高等学校ウエイトリフティング競技選手権大会 

 実施日：令和７年６月７日（土） 

 会 場：士別市総合体育館 

【男子】 

 ●６１kg級 福原 奏音（３－１） スナッチ65kg／ジャーク80kg／トータル 145kg （第１位） 

 ●６７kg級 榎本 優斗（３－３） スナッチ71kg／ジャーク85kg／トータル 156kg （第８位） 

       廣島 斗輝（３－１） スナッチ 76kg／ジャーク92kg／トータル168kg（第６位） 

【女子】 

 ●４９kg級 富澤 愛夢（１－２） スナッチ 21kg／ジャーク32kg／トータル53kg（第２位） 

 ●６４kg級 國井 渚紗（３－３） スナッチ 65kg／ジャーク91kg／トータル156kg（第１位） 

                  ※ジャーク、トータル全て北海道女子公認最高記録 

◎第４回全国高等学校女子ウエイトリフティング競技金沢大会 

 実施日：令和７年７月１３日（日） 

 会 場：医王山スポーツセンター（石川県金沢市） 

【女子】 

 ●６４kg級 國井 渚紗（３－３） スナッチ 71kg／ジャーク88kg／トータル159kg（第２位） 

◎第７２回全国高等学校ウエイトリフティング競技選手権大会  

兼 第２７回全国高等学校女子ウエイトリフティング競技選手権大会（インターハイ） 

実施日：令和７年８月８日（金）～１１日（月） 

会 場：鳥取県米子市 

●６４kg級 國井 渚紗（３－３） スナッチ 73kg／ジャーク88kg／トータル 161kg（第２位） 

◎令和７年北海道体育大会  

兼 第７９回国民スポーツ大会ウエイトリフティング競技北海道ブロック予選会  



3 

 

兼 第７２回北海道ウエイトリフティング選手権大会  

兼 第２４回北海道女子ウエイトリフティング選手権大会 

 実施日：令和７年８月１７日（日） 

 会 場：士別市総合体育館 

【男子】 

 ●５５kg級 佐々木 蓮生（３－１）スナッチ 72kg／ジャーク88kg／トータル160kg（第２位） 

 ●６１kg級 遠藤 央人（３－３）スナッチ 80kg／ジャーク95kg／トータル 175kg（第1位） 

             福原 奏音（３－１）スナッチ 65kg／ジャーク75kg／トータル 140kg（第２位） 

 ●６７kg級 廣島 斗輝（３－１）スナッチ 65kg／ジャーク83kg／トータル 148kg（第８位） 

【女子】 

 ●４９kg級 富澤 愛夢（１－２） スナッチ 26kg／ジャーク35kg／トータル61kg（第２位） 

 ●６４kg級 國井 渚紗（３－３） スナッチ 73kg／ジャーク記録無し／トータル記録無し 

 

陸 上 部 

◎第７８回北海道高等学校陸上競技選手権大会 

 兼 第７８回全国高等学校陸上競技選手権大会北海道予選会 

 実施日：令和７年６月１７日（火）～２０日（金） 

 会 場：旭川市花咲スポーツ公園陸上競技場 

【男子】 

 ●110mＨ、400mＨ 出林（３－１）（準決勝進出） ●棒高跳び 泉谷（２－２）（第７位） 

【女子】 

 ●やり投げ 古田（３－２）（予選落ち） 

◎第４１回北海道高等学校新人陸上競技選手権大会 

 実施日：令和７年９月２４日（水）～２６日（金） 

 会 場：帯広の森陸上競技場 

【男子】 

 ●棒高跳 泉谷（２－２）（第１０位） 

 

弓 道 部 

◎第７９回国民スポーツ大会弓道競技北海道選考会 

 兼 北海道体育大会弓道競技の部 

 実施日：令和７年６月２８日（土） 

 会 場：帯広の森弓道場 

【女子】 

 ●畑山 あかり（３－１）個人 近的競技 ４射１中 遠的競技 ４射２中  

団体 中央女子Ｂチーム ５位 

 

美 術 部 

◎令和７年度第５９回全道高等学校美術展・研究大会 

 実施日：令和７年１０月９日（木）～１０日（金） 

 会 場：つどーむアリーナ 

●大会参加者 新傳 柚葉（３－３）、渡部 真桜（３－３）、清水目 彩花（２－１）、 

       市川 響也（１－１）、広瀬 由奈（１－１） 











 

第３号議案 

 令和８年度 ＰＴＡ事業計画（案）  

１ 事業の重点 

本会は北海道札幌あすかぜ高等学校の教育目標及び方針を理解し、本校の発展と生徒の健全育成をはか

るため、積極的な協力と活発な活動をおこなうことを目的とする。 

（１）目標達成のため、学校と家庭及び地域社会との連携の体制を樹立する。 

（２）専門部の活動を活性化し、会務の充実に努めるとともに会員相互の研修を深める。 

（３）生徒の学習効果の向上を図るため、本校の教育の整備について助成する。 

 

２ 事業計画 

    上記の重点にもとづき、各専門部においては下記の事業を計画する。 

（１）学年委員会（第１学年・第２学年・第３学年） 

    ① 各学級・各学年の懇談会等の実施。 

    ② 学校行事（学校祭バザー支援等）への協力。 

    ③ その他、各委員に付随する活動。 

  （２）専門部会 

① 研 修 部  会員の研修を計画・準備と実施。高Ｐ連の各種研修会への参加。 

            その他、研修に関する活動。 

② 広 報 部   保護者と学校間の連絡を密にするため広報誌「はま風」の発行。 

その他、広報に関する活動。 

  （３）その他の事業 

     

 令和８年度 体育文化振興会事業計画（案） 

 １ 目的  本会は本校生徒の心身の健全な発達を図るために必要な体育・文化活動の振興を目的とする。 

 

 ２ 事業 

   本会会則に定めた目的を達成するため、次の事業を行う。 

  （１） 生徒の課外活動の奨励に関する財政的援助 

      ①高体連・高文連の当番校行事補助 

      ②外部コーチ・講師の謝礼 

      ③練習会場の使用料 

      ④生徒会運営補助 

⑤その他、校長が認める行事等 

  （２） 各種体育・文化の振興に関する必要な事業 

  （３） 各種大会の遠征旅費の財政的支援 

      ①北海道高等学校体育連盟 

      ②北海道高等学校文化連盟 

      ③北海道高等学校野球連盟 
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④国民スポーツ大会（文科省・日本体育協会） 

⑤上記主催に準じる（新人戦・選抜大会）と認められるもの 

⑥その他、校長が認めるもの 

  （４） 体育・文化施設整備のための資金援助 

  （５） その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 

 令和８年度 ＰＴＡ年間活動計画（案） 

４月   学級委員の選出 ４月中・下旬 

     ＰＴＡ役員打合せ［総会・合同会議前］ ４／１４（火） 

ＰＴＡ・体育文化振興会総会 ４／３０（木） 

          ・事業計画、活動計画決定 ・予算決定 ・役員選出 

         ＰＴＡ役員・学級委員合同会議 ４／３０（木）  

          ・各学年代表・副代表選出 ・各専門部代表・副代表選出 

          ・各学年委員会、専門部活動計画立案 

             

６月   常任委員会①、バザー実行委員会（バザー計画①） ６月上旬 

         第７５回全道高Ｐ連大会（岩見沢市） ６／６（土）・７（日） 

         西区・手稲区ＰＴＡ連絡会 ６月下旬 

 

７月   バザー実行委員会（バザー計画②） ７月上旬（＊必要があれば） 

     学校祭バザー支援 ７／３（金） 

     （バザー反省アンケート） 

 

８月   第７５回全国高Ｐ連大会（大分県） ８月２０日（木）・２１日（金） 

 

９月   本校ＰＴＡ研修会 

         高Ｐ連石狩支部「視察研修会」（隔年実施） 

             

   １０月   高Ｐ連石狩支部「教養講座研修会」（隔年実施） 

                  

 ２月   ＰＴＡ役員打合せ［常任委員会前］ ２月中旬 

      常任委員会②（評価・次年度計画）・役員選考委員会 ２月中旬（いずれも必要があれば） 

          

 ３月   ＰＴＡ広報誌「はま風」発行 
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第５号議案 

 令和８年度 ＰＴＡ・体育文化振興会役員選出（案）（敬称略） 

                        

 

 会  長   安 部 由 佳     （２年２組） 

 

  副 会 長   工 藤 靖 佳     （３年２組） 

 

  副 会 長   原 田 稔 朗      （教 頭） 

 

会   計   鎌 田 光 浩      （事務長） 

 

  会計監査    金 谷 雅 美     （３年１組） 

 

  会計監査    清 野 純 美     （２年１組） 

 

顧   問   村 木 宗 徳      （校 長） 
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第６号議案 

  

以下について、名称変更と共に細則を一部改正する。（提案） 

 

北海道札幌あすかぜ高等学校体育文化振興奨励事業細則 

 

第２条 （２）国民体育大会及びこれに関係する行事。（旧） 

↓ 

国民スポーツ大会及びこれに関係する行事。（新） 



Ｐ1 

 

 資料１  

北海道札幌あすかぜ高等学校ＰＴＡ会則 

第 1 章   総  則 

（ 名 称 ） 

第１条 本会は、北海道札幌あすかぜ高等学校ＰＴＡと称し、事務局を同校内におく。 

（ 目 的 ） 

第２条 本会は、保護者等と教師の相互の理解を深め互いの協力により、家庭、学校及び 

   社会における生徒の健全な育成を図ると共に、会員の意識を高めその親睦を図るこ 

   とを主な目的とする。 

（ 活 動 ） 

第３条 前条の目的を達成するため次の活動を行う。 

(1) 会員相互の研修及び親睦。 

(2) 学校教育に関する調査研究とその援助。 

(3) 生徒指導の実践に関する協力。 

(4) 学校行事への協力参加。 

(5) その他必要な事業。 

第２章   組織構成 

（ 会 員 ） 

第４条 本会の会員は、次のとおりとする。 

  (1) 正会員   本校生徒の保護者等と本校の教職員。 

  (2) 賛助会員  本会の趣旨に賛同し、役員会で承認されたもの。 

（ 役 員 ） 

第５条 本会には次の役員を置き、その任期は 1 年とする。ただし、再任は妨げない。 

  (1) 会 長    １名 

  (2) 副会長    若干名（うち１名は副校長または教頭） 

  (3) 会  計   １名（事務長） 

  (4) 会計監査   ２名 

（ 役員の任務 ） 

第６条 各役員の任務は、次の通りとする。 

  (1) 会長は、本会を代表し会務を総括する。また、総会、常任委員会及び役員会を招 

    集する。 

  (2) 副会長は会長を補佐し、会長不在のときは、その職務を代行する。 

  (3) 副会長は、会務の処理、記録及び各部門の連絡調整を図る事務を行う。 

(4) 会計は、本会の予算に基づき経理を処理し、総会において予算と決算の報告をす 

  る。 

(5) 会計監査は、本会の会計事務を監査し、監査結果を総会に報告する。 
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(6) 役員は、各会議に出席し意見を述べることができる。 

（ 役員の選出 ） 

第７条 第５条の役員（教職員を除く）は、別途定める役員選考規程により選出する。 

（ 学級委員 ） 

第８条 各学級において１名以上の学級委員を選出する。 

（ 学級委員の役割 ） 

第９条 学級委員は学級委員会、学年委員会及び専門部会に属し、その役割は第３章組織 

運営による。 

（ 常任委員 ） 

第 10 条 各学級委員の互選により各学年代表を選出し、各学年代表は常任委員を兼務する。 

（ 常任委員の役割 ） 

第 11 条 常任委員は常任委員会に属し、その役割は第３章組織運営による。 

（ 役員の補選 ） 

第 12 条 役員に欠員が生じた場合は、役員会において補充する。また、任期は前任者の 

    残任期間とする。 

（ 学級委員の補選 ） 

第 13 条 学級委員に欠員が生じた場合は、その学級において補充する。また、任期は前任 

    者の残任期間とする。 

（ 常任委員の補選 ） 

第 14 条 常任委員に欠員が生じた場合は、常任委員会において選出する。また、任期は 

       前任者の残任期間とする。   

（ 事務局 ） 

第 15 条 事務局は事務局長以下若干名の教職員をもって構成し、会長または役員会から 

       委任された庶務をつかさどる。 

     ２ 事務局長は、教職員とする。 

（ 顧 問 ） 

第 16 条 本会には顧問をおく。顧問は北海道札幌あすかぜ高等学校長を充てる。 

   ２ 学校長は学校経営の観点から会務全般にわたり意見を述べ、会長と協力して本会 

       の円滑な運営を図る。 

   ３ 会長は必要に応じ、役員会の審議を経て他に顧問をおくことができる。この任期 

    は１年とする。 

第３章   組織運営 

（ 会 議 ） 

第 17 条 本会の運営のため、次の会議を設ける。 

  (1) 総 会 

   ア 最高決議機関で、全会員をもって構成し、会長がこれを招集する。 
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   イ 定期総会は年１回開催し、次のことを行う。 

      ① 活動報告と決算報告及び承認。 

② 会計監査報告及び承認。 

③ 活動計画と予算の審議決定。 

④ 役員の選考結果の承認。 

⑤ 会則の改廃。 

⑥ その他本会の運営に必要な事項の審議決定。 

   ウ 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または全会員の三分の一以上の請求が 

        あった場合に開催する。 

   エ 定期総会、臨時総会は共に半数以上の出席をもって成立する。但し、委任状を 

        提出した会員は出席者とみなす。 

   オ 総会の議事は、出席した会員の過半数の賛成を得て決議する。 

カ 総会の議長は、会員の中から選出する。 

  (2) 常任委員会 

   ア 総会に次ぐ決議機関で、第５条の役員（但し、会計監査を除く）、第１０条の 

    常任委員により構成し、会長がこれを招集する。 

   イ 常任委員会は、次のことを行う。 

      ① 本会の会務運営についての審議。 

② 総会に提出する議案の審議。 

③ 総会から委任された事項の処理。 

④ 補正予算の審議と決定。 

⑤ 会則改正案の審議及び細則の改廃に関すること。 

⑥ 各委員会、専門部会の活動の連絡と調整。 

⑦ 特別委員会の設置。 

⑧ その他、必要と認められる事項。 

(3) 役員会 

   ア 役員会は第５条の役員（但し、会計監査を除く）で構成し、会長がこれを招集 

    する。 

   イ 役員会は、次のことを行う。 

      ① 本会の事業を企画、立案しこれを執行する。 

      ② 各委員会により立案された事業計画を審議する。 

      ③ 常任委員会に提出する報告書、議案を審議する。 

(4) 学年委員会 

ア 学年ごとに各学級委員と担当教員で構成し、学年代表がこれを招集する。 

イ 学年ごとに 1 名以上の副代表を選出し、学年代表の補佐をする。 

   ウ 学年委員会は、次のことを行う。 

      ① 学年 PTA 活動の企画立案と実施。 
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(5) 学級委員会 

ア 学級ごとに学級委員と担任教員で構成する。 

イ 学級委員会は、次のことを行う。 

      ① 学級 PTA 活動の企画立案と実施。 

(6) 専門部会 

ア 各部ごとに部員と担当教員で構成する。 

イ 本会の活動を推進するため、次の専門部を置く。 

      ① 研修部      会員相互の親睦及び会員の研修に関する活動の企画 

                                立案と実施。 

      ② 広報部      会員相互の理解を深めるための活動。 

      ※ 進路推進委員会  生徒の進路に関する支援。 

(7) 特別委員会 

     常任委員会の承認を得て、特別委員会を設置することができる。 

第４章   会  計 

（ 会 計 ） 

第 18 条 本会の運営に必要な経費は、会費とその他の収入をもってあてる。 

（ 会 費 ） 

第 19 条 入会金は正会員 1 名につき、3,000 円とする。 

    ２ 会費は正会員 1 名につき、年額 6,000 円とする。 

    ３ 教職員会員の会費は年額 6,000 円とし、入会金は徴収しない。 

    ４ 賛助会員の会費は、任意の額とする。 

（ 特別会計 ） 

第 20 条 特別会計は役員会の協議により、必要に応じて設置することができる。 

（ 会計年度 ） 

第 21 条 本会の会計年度は、毎年４月 1 日より翌年３月３１日までとする。 

 

 附 則  この会則は、平成２３年４月２６日より施行する。 

      平成２７年４月２４日一部改正 

      平成３０年４月２５日一部改正 

      平成３１年４月２４日一部改正 

      令和 ２年４月２８日一部改正 

      令和 ３年４月２８日一部改正 
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北海道札幌あすかぜ高等学校ＰＴＡ慶弔規程 

第１条 保護者等、生徒及び教職員などの慶弔に関しては次の通りとする。 

  (1) 保護者等が死亡した場合 

    ア 会長、校長の連名で、10,000 円の香典を供える。 

    イ 会長、校長の連名で、生花を供える。 

    ウ 生徒の担任教員名で、3,000 円の香典を供える。 

  (2) 生徒が死亡した場合 

    ア 会長、校長の連名で、10,000 円の香典を供える。 

    イ 会長、校長の連名で、生花を供える。 

    ウ 生徒の担任教員名で、3,000 円の香典を供える。 

  (3) 教職員が死亡した場合 

    ア 会長、校長の連名で、10,000 円の香典を供える。 

    イ 会長、校長の連名で、生花を供える。 

第２条 教職員などが葬儀に参列した場合は、交通費などの実費を支給する。 

第３条 その他、必要と思われる場合は役員で協議・決定する。 

 

附 則  この規程は、平成２３年４月２６日より施行する。 

     令和 ２年４月２８日一部改正 

 

北海道札幌あすかぜ高等学校ＰＴＡ役員選考規程 

（ 設 置 ） 

第１条 北海道札幌あすかぜ高等学校ＰＴＡ会則第５条の役員（教職員を除く）選考のた  

   め、役員選考委員会を設置する。 

（ 組 織 ） 

第２条 常任委員の３名と副校長または教頭、事務局員１名の計５名によって役員選考委 

   員会を構成する。 

第３条 役員選考委員会は、委員の互選により常任委員より委員長１名と副委員長１名を 

   選出する。 

（ 報 告 ） 

第４条 役員選考委員会は、会員の中から役員を選考し、選考結果を定期総会に報告する。 

 

附 則  この規程は、平成２３年４月２６日より施行する。  

      平成２７年４月２４日一部改正  

      令和 ２年４月２８日一部改正 

       令和 ３年４月２８日一部改正 
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北海道札幌あすかぜ高等学校ＰＴＡ交通費支払いに関する規程 

 会計処理において、北海道札幌あすかぜ高等学校ＰＴＡの活動に伴い支出する交通費の 

支払い規程を以下に定める。 

 記載のないものについては、役員で協議・決定する。また、物価上昇などで社会事情に 

合わないと考えられる場合は、役員会で協議・決定する。 

 この規程については、年度初めのＰＴＡ役員・学級委員合同会議において説明するもの 

とする。 

第１条 本校ＰＴＡの運営のための会議（本校ＰＴＡ会則第１７条）及び役員選考委員会

（本校ＰＴＡ役員選考規程）において、交通費を支給する活動と対象者は次の通り。 

  (1) 役員会に出席する役員。 

  (2) 常任委員会に出席する常任委員と役員。 

  (3) 研修部会において企画立案のための会議に出席する正副部長と部員。（研修旅行 

    の下見などは対象外） 

  (4) 校外指導部の活動に参加する正副部長と部員。 

  (5) 広報部会における会議に出席する正副部長と部員。（広報誌作成のための取材な 

       どは対象外） 

  (6) 選考委員会に出席する選考委員。 

第２条 近隣高校との交流 

  (1) 本校または本校ＰＴＡに書面で案内があるもので、本校ＰＴＡ活動として役員会 

が認めた会合に出席する参加者。 

第３条 北海道高等学校ＰＴＡ連合会及び全国高等学校ＰＴＡ連合会の会議、会合 

  (1) 本校または本校ＰＴＡに書面で案内があるもので、本校ＰＴＡ活動として役員会 

       が認めた会議、会合に出席する参加者。 

第４条 交通費支給額基準 

  (1) 市内での移動は、１活動に対し一律 1,000 円の支給とする。 

  (2) 市外への移動は、実費支給とする。 

  (3) 宿泊を伴う場合は、交通費は実費支給とし、宿泊費は 10,000 円を超えない範囲 

で実費支給とする。但し、主催者の斡旋による宿泊の場合は、実費支給とする。 

  (4) 複数の会議が、同日に同一場所で連続して開催される場合は、交通費の重複支払 

    いはしないものとする。 

 

附 則  この規程は、平成２３年４月２６日より施行する。 

      令和 ２年４月２８日一部改正  
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 資料２  

北海道札幌あすかぜ高等学校体育文化振興会会則  

（ 名 称 ） 

第１条 本会は、北海道札幌あすかぜ高等学校体育文化振興会と称し、事務局を同校内に 

置く。 

（ 目 的 ） 

第２条 本会は、保護者等・教職員及び地域の協力のもとに北海道札幌あすかぜ高等学校 

   の体育・文化活動の振興に寄与することを目的とする。 

（ 事 業 ） 

第３条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

  (1) 体育･文化事業の推進に対する協力。 

  (2) 生徒の教科外活動を推進するための助成。 

（ 会 員 ） 

第４条 本会は、本校生徒の保護者等による正会員及び本会の目的に賛同する賛助会員に 

   より構成される。 

（ 会 計 ） 

第５条 本会の経費は、会費、その他の収入をもってあてる。 

  (1) 入会金は会員１名につき、１，０００円とする。 

  (2) 会費は会員１名につき、年額８，４００円とする。    

 (3) 賛助会員は任意の額とする。 

  ２ 本会の会計年度は、毎年４月 1 日より翌年３月３１日までとする。 

（ 役 員 ） 

第６条 本会に次の役員を置き、任期は１年とする。但し、再任は妨げない。 

  (1) 会  長   １名 

  (2) 副 会 長   若干名（うち１名は副校長または教頭） 

  (3) 会  計   １名（事務長） 

  (4) 会計監査   ２名 

（ 役員の選出 ） 

第７条 第６条の役員（教職員を除く）は、別途定める役員選考規程により選出する。 

（ 顧 問 ） 

第８条 本会には顧問をおく。顧問は北海道札幌あすかぜ高等学校長を充てる。  

  ２ 学校長は学校経営の観点から会務全般にわたり意見を述べ、会長と協力して本会 

   の円滑な運営を図る。 

  ３ 会長は必要に応じ、役員会の審議を経て他に顧問をおくことができる。この任期 

   は１年とする。 
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（ 総 会 ） 

第９条 本会の決議機関は総会とし、会長がこれを召集する。 

  ２ 総会は定期総会と臨時総会とし、定期総会は毎年１回開催し、臨時総会は会長が 

   必要と認めたときに開催する。 

  ３ 定期総会は次の事項について、議決又は承認を行う。 

   (1) 活動報告と決算報告。 

   (2) 活動計画と予算。 

   (3) 役員の選考結果。 

   (4) 会則の改廃。 

   (5) その他必要な事項。 

（ 事務局 ） 

第 10 条 事務局は事務局長以下若干名の教職員をもって構成し、会長または役員会から 

       委任された庶務をつかさどる。 

     ２ 事務局長は、教職員とする。 

 

 附 則  この会則は、平成２３年４月２６日より施行する。 

平成２７年４月２４日一部改正 

平成３１年４月２４日一部改正 

令和 ２年４月２８日一部改正 

令和 ３年４月２８日一部改正 

 

北海道札幌あすかぜ高等学校体育文化振興会役員選考規程 

（ 設 置 ） 

第１条 北海道札幌あすかぜ高等学校体育文化振興会会則第６条の役員（教職員を除く）  

   選考のため、役員選考委員会を設置する。 

（ 組 織 ） 

第２条 ＰＴＡ役員選考規程第２条に準じて、役員選考委員会を構成する。 

第３条 役員選考委員会は、ＰＴＡ役員選考規程第３条に準じて、委員長１名と副委員長 

   １名を選出する。 

（ 報 告 ） 

第４条 役員選考委員会は、会員の中から役員を選考し、選考結果を定期総会に報告する。 

 

附 則  この規程は、令和 ２年４月２８日より施行する。 

令和 ３年４月２８日一部改正 
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北海道札幌あすかぜ高等学校体育文化振興奨励事業細則  

第１条 この細則は、体育文化振興会会則（以下、会則という）第２条の目的及び第３条 

   の事業を達成するために必要な事項を定める。 

第２条 生徒が、教科外活動（以下、部活動という）において、生徒会対外活動派遣規程 

 に基づき、次の大会・行事に派遣される場合と、全道並びに全国大会に参加する資 

 格を得た場合には、生徒会対外活動派遣規程第１１条に準じた交通費・宿泊費を支 

 給する。 

   (1) 高体連・高野連・高文連主催（共催）の大会・行事。 

  (2) 国民スポーツ大会及びこれに関係する行事。 

  (3) 上記以外で派遣することが、教育的価値があると校長が認めた大会・行事。 

第３条 会則第２条の目的に適合しているが、部活動として認められていない体育･文化系 

   の活動において、前条と同等の資格を得た場合は、個々に審議の上校長が参加の可 

   否を決定し、次の奨励費を支給する。 

  ２ 個人種目ついては、当該出場する大会等の開催地までの往復交通費（千円未満切 

   上げ）の範囲内とする。 

  ３ 団体種目については、前項に準ずるが、支給総額については、個々に審議の上決 

   定する。 

 

 附 則  この細則は、平成２３年４月２６日より施行する。 

      令和 ２年４月２８日一部改正 

       令和 ８年４月３０日一部改正 

 


